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１．都市計画・土地利用・市街地開発事業の状況         （令和５年３月現在） ２．都市施設・都市計画道路の状況                        （令和５年３月現在）

種  類 面積（ha） 代表幅員

5,762.0 （ｍ） 計画 改良済 概成済

土地利用 地 域 地 区 用途地域 第 一 種 低 層 住 居 専 用 地 域 116.6 第 二 東 名 自 動 車 道 未表示 33 12,630 12,630 -
第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 8.9 島 田 金 谷 線 2 16 4,350 - 4,350
第 一 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 271.1 谷 口 中 河 線 2 16 2,850 1,905 -
第 二 種 中 高 層 住 居 専 用 地 域 112.4 横 井 御 仮 屋 線 2 16 2,800 2,800 -
第 一 種 住 居 地 域 395.7 横 井 旗 指 線 2 16 2,280 2,280 -
第 二 種 住 居 地 域 55.1 金 谷 駅 十 五 軒 線 2 12 860 860 -
準 住 居 地 域 76.7 旭 町 元 島 田 線 2 16 1,610 830 -
近 隣 商 業 地 域 49.3 島 田 駅 中 央 線 2 16 840 840 -
商 業 地 域 34.6 島 田 金 谷 北 部 幹 線 4 20 9,140 - 9,140
準 工 業 地 域 181.5 旗 指 向 谷 線 2 12 2,180 2,180 -
工 業 地 域 163.2 金 谷 五 和 線 2 12 4,940 2,370 610
工 業 専 用 地 域 145.0 二 軒 家 牛 尾 線 2 16 4,890 2,710 1,610

計 1,610.1 南 原 沖 田 線 2 12 3,250 570 -
特別用途地区 大 規 模 集 客 施 設 制 限 地 区 181.5 本 通 り 稲 荷 線 2 12 2,080 1,080 1,000

1.3 中 河 町 野 田 線 2 12 1,130 1,130 -
0.7 金 谷 河 原 番 生 寺 線 2 12 3,130 3,130 -

83.3 金 谷 駅 島 田 線 2 12 2,170 2,170 -
21.2 本 通 り 線 2 20 750 300 450

六合駅南地区計画 14.8 中 河 南 原 線 2 12 900 900 -
41.0 番 生 寺 島 線 2 12 1,340 1,340 -
78.1 志 戸 呂 河 原 線 2 12 1,040 1,040 -

向島町・若松町地区計画区 1.2 代 官 町 牛 尾 線 2 12 1,370 1,370 -

川越し街道周辺地区計画区 8.1 中 河 南 原 線 4 27 1,100 650 450
本 通 り 旭 町 線 2 11 1,340 1,040 -
扇 町 祇 園 線 2 16 1,320 590 330

15.8 日 之 出 旗 指 線 2 11 1,240 910 -
20.6 大 井 若 松 線 2 8 1,040 210 830
20.6 栄 町 高 砂 線 2 12 700 290 -

土 地 区 画 駅 前 通 り 線 2 20 230 230 -
市 街 地 整 理 事 業 8.7 大 井 祇 園 線 2 12 950 650 -
開発事業 5.0 六 丁 目 中 河 町 線 2 12 710 - -

   川向　　　　〃 0.7 向 島 三 ッ 合 線 2 14 940 940 -
14.4 岸 元 島 田 線 2 16 3,100 3,100 -
5.5 道 悦 旭 町 線 2 12 1,880 1,290 590
2.4 六 合 駅 南 口 線 2 12 190 190 -
1.7 中 河 南 原 線 4 27 460 460 -

23.3 中 央 中 河 町 線 2 11 610 610 -
41.0 御 仮 屋 旗 指 線 2 12 2,490 2,490 -

市 街 地 0.6 稲 荷 向 谷 線 2 12 950 950 -
再開発事業 0.7 横 井 中 央 線 2 20 1,380 1,380 -

本 通 り 御 仮 屋 線 2 12 920 400 520
島 田 駅 南 口 線 2 21 50 50 -
東 町 御 請 線 2 18 2,470 2,470 -
御 請 道 悦 線 2 18 510 - -
栄 町 中 央 線 不要 6 1,050 790 -

計 92,160 62,125 19,880

地区計画

本通三丁目地区第一種市街地再開発事業
本通五丁目地区第一種市街地再開発事業

   北島土地区画整理組合

都市計画区域

新東名島田金谷インターチェンジ周辺地区計画
往還下地区計画

○公共施行

中央第三地区計画

高度利用地区
防火地域

（第一地区）
（第二地区）

   道悦島      〃
   北島東      〃
   稲荷四丁目  〃

   島田中央第三地区土地区画整理事業
○組合施行

   旭町        〃

資料：令和５年度都市計画のあらまし（資料編） 都市政策課

延  長（ｍ）
路  線  名 車線数

資料：令和５年度都市計画のあらまし（資料編） 都市政策課

準防火地域

   島田中央土地区画整理事業

   中河町第一  〃
   三代島      〃
   往還下      〃

１０．建 設 ・ 住 宅
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３．市内道路の現況 単位：ｍ

国   道
延   長 舗装道 砂利道 舗装道 舗装道 砂利道 舗装道 砂利道

平成30年度 1,322,838 1,029,709 293,129 45,806 149,103 9,378 834,800 283,751
令和元年度 1,322,013 1,029,259 292,754 45,806 149,096 9,378 834,357 283,376

2 1,323,584 1,030,983 292,601 45,806 149,111 9,378 836,066 283,223
3 1,314,990 1,031,188 283,802 45,627 149,111 9,378 836,450 274,427
4 1,306,347 1,040,532 265,815 45,627 149,111 9,378 845,794 256,437

４．都市施設・都市計画公園の状況 
決定面積 開設面積
（ha） （ha）

街　区　公　園 0.1 0.1
0.12 0.12
0.21 0.21
0.18 0.18
0.27 0.27
0.59  -  
0.63 0.63
0.94 0.94
0.15 0.15
0.15 0.15
0.2 0.2
0.2 0.2

0.16 0.16
0.35 0.35
0.23 0.23
0.13 0.13
0.2 0.2
0.3  -  

近　隣　公　園 1.5  -  
1.8 0.1
1.9 1.3
3.8 0.8
1.5 1.5

総　合　公　園 18.3 0.2
34.3 10.3

運　動　公　園 9.9 8.6
特　殊　公　園 10.5  -  

23.2 0.2
緑　　　　　地 97.0 34.2

0.1 0.1
0.1 0.1

153.0 11.3
362.01 72.92

資料：令和５年度都市計画のあらまし（資料編） 都市政策課

北 島 公 園 東 町

向 島 町 公 園 向 島 町

向 谷 二 丁 目
伊 太
中 溝 四 丁 目
扇 町

旭 三 丁 目
大 津 通

扇 町 公 園

向 谷 公 園

金 谷 東 二 丁 目

本 通 七 丁 目 ほ か
元 島 田

道 悦 三 丁 目

東 町
道 悦 三 丁 目

金 谷 代 官 町

大 津 通 り 公 園

白 岩 寺 公 園

日 之 出 町
扇 町

駅 前 緑 地
大 井 川 緑 地

北 部 緑 地

御 仮 屋 町 ほ か
横 井 一 丁 目 ほ か

あ さ ひ 公 園

金 谷 東 公 園

三 代 島 一 号 公 園
三 代 島 二 号 公 園
三 代 島 三 号 公 園

な か じ ま 公 園
つ き よ だ 公 園
北 島 東 公 園

横 井 二 丁 目
河 原 一 丁 目
中 央 町

金 谷 東 二 丁 目

向 谷 二 丁 目 ほ か
金 谷 泉 町
中 溝 町 ほ か

金 谷 扇 町
金 谷 泉 町

南 二 丁 目

野 田 及 び 落 合 ほ か
横 井 四 丁 目 ほ か
伊 太

か な や 大 井 川 緑 地

総               数 県        道

中 央 公 園
横 井 運 動 場 公 園
天 神 原 公 園

区     分

資料：すぐやる課

市        道

※毎年８月頃接受する「静岡県道路現況調書」により数値確認

笹 ヶ 久 保 公 園
中 溝 公 園

所　在　地名　　　　称区　　　　分

（令和４年３月現在）

横 井 公 園
朝 顔 の 松 公 園
中 央 小 公 園

計

南 町 公 園
七 丁 目 公 園
元 島 田 公 園
大 井 川 公 園

伊 太 谷 川 沿 岸 公 園
往 還 下 公 園
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単位：戸

総     計 持     家 貸     家 給与住宅 分譲住宅

阿 知 ヶ 谷 都 市 下 水 路 計画28 （供用 28） 1,170 （供用 1,170）

１号幹線 計画15 （供用 15） 570 （供用 570） 平成29年 566 378 120 - 68

２号幹線 計画13 （供用 13） 600 （供用 600） 30 504 394 31 3 76

問 屋 川 都 市 下 水 路 計画93 （供用 93） 1,620 （供用 1,620） 令和元年 559 442 64 2 51

清 水 都 市 下 水 路 計画90 （供用 90） 1,120 （供用 1,120） 2 473 332 93 1 47

泉 町 都 市 下 水 路 計画35 （供用 35） 620 （供用 620） 3 540 374 58 - 108

金 谷 東 町 都 市 下 水 路 計画25 （供用 25） 780 （供用 780） 令和３年１月 36 32 - - 4

三 代 島 都 市 下 水 路 計画11 （供用 11） 150 （供用 150） ２月 34 26 - - 8

 ３月 42 27 8 - 7

 ４月 55 27 9 - 19

５月 41 29 - - 12

６月 46 36 - - 10

７月 45 34 6 - 5

８月 49 37 9 - 3

９月 38 31 - - 7

10月 59 37 10 - 12

11月 58 27 14 - 17

12月 37 31 2 - 4

６．新設住宅着工戸数

区   分

（令和５年３月現在）５．都市施設・都市下水路の状況

名          称
（ha）

排  水  区  域 延       長

（ｍ）

資料：県住まいづくり課ホームページ

資料：令和５年度都市計画のあらまし（資料編） 都市政策課

戸  数戸  数戸  数 戸  数 戸  数
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７．市営住宅一覧

戸数

（戸） 【構造】 木･･･木造

昭和29年度 元 島 田 住 宅 島田市 元島田９５３６番地の２ 9 木 ・ 瓦 ・ 平 簡・耐･･･簡易耐火建築物(準耐火建築物)

30年度 中 溝 町 第 一 住 宅 島田市 中溝町１４０５番地 9 〃

〃 中 溝 町 住 宅 島田市 　　　〃 10 〃

31年度 旭 町 第 一 住 宅 島田市 旭三丁目２０番４号 10 〃

〃 家 山 住 宅 島田市 川根町家山４１５６番地の1 6 木 ・ ト タ ン ・ 平

32年度 旭 町 第 二 住 宅 島田市  旭三丁目２１番１０号 10 木 ・ 瓦 ・ 平

〃 三 ッ 合 町 住 宅 島田市 三ッ合町１２４８番地 4 〃

35年度 家 山 住 宅 島田市 川根町家山４１５６番地の１ 4 木 ・ ト タ ン ・ 平

39年度 北 部 住 宅 島田市 川根町家山８０２番地の１ 14 木 ・ ト タ ン ・ 平

47年度 伊 太 第 三 住 宅 島田市 伊太２４０４番地の８ 24 簡 ・ 耐 ・ 二 【屋根】 瓦　　･･･屋根が瓦葺の建築物

48年度 〃 第 四 住 宅 島田市 伊太２３３１番地の３ 24 〃 トタン･･･屋根がトタン葺の建築物

平成元年度 南 原 住 宅 Ａ 棟 島田市 南原２９４番地の２２ 14 中 ・ 耐 ・ 四 【階層】 平･･･平屋建

〃 南 原 住 宅 Ｂ 棟 島田市 　　　〃 10 〃 二･･･二階建

〃 身 成 住 宅 島田市 川根町身成３２９４番地の１０５ 4 木 ・ 瓦 ・ ニ 三･･･三階建

２年度 身 成 住 宅 島田市 　　　〃 4 〃 四･･･四階建

３年度 身 成 住 宅 島田市 　　　〃 8 〃

４年度 身 成 住 宅 島田市 　　　〃 8 〃

８年度 中 河 町 住 宅 Ａ 棟 島田市  中河町４００番地の１０ 18 中 ・ 耐 ・ 三

〃 中 河 町 住 宅 Ｂ 棟 島田市 　　　〃 6 〃

17年度 大 草 住 宅 A 棟 島田市 大草５３５番地の１ 24 中 ・ 耐 ・ 四

19年度 大 草 住 宅 B 棟 島田市 　　　〃 24 〃

21年度 大 草 住 宅 Ｃ 棟 島田市 　　　〃 24 〃

22年度 子育て世代型住宅(注1) 島田市 川根町家山３３６番地の３ 18 中 ・ 耐 ・ 三

24年度 大 草 住 宅 Ｄ 棟 島田市 大草５３５番地の１ 24 中 ・ 耐 ・ 四

資料：建築住宅課(公営住宅法による市営住宅）

※主要構造部（壁、柱、床、梁、屋根、階段）が、準耐火構造と同等の準耐火性能を有するための技術的
基準に適合し、かつ、延焼の恐れのある開口部（窓やドア）に防火戸など、火災を遮る設備を有する建築
物をいう。

（令和４年４月１日現在）

中・耐･･･中層耐火建築物

所　　　　在

※建築物の階層が３階以上５階以下でかつ、主要構造部が非損傷性と延焼防止の性能をもち、火災の規
模によっては一部を修繕すれば再利用できるような建築物で、建築基準法第2条第1項第9号の2で定める
条件に適合するものいう。

（注1）島田市過疎地域自立促進計画による市営住宅（地域活性化・経済危機対策臨時交付金により建設）

【構造欄の凡例】
建設年度 団  地  名 構   造
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